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■資格審査基準及び条件
県内建設業者の格付けについては、下記『格付け基準表』及び条件に基づき「奈良県建設工事等入札・契約制度委員会(以下｢委員会」

という。）」において決定します。

＜格付け基準表（県内建設業者）＞

等級 評定事項 土木一式工事 建築一式工事 舗装工事

Ａ１ Ａ等級の基準を満たし、かつ
グループ 総 評 定 点 １０００点以上

技術職員数 １級１０名以上

Ａ 総 評 定 点 ９００点以上 ９００点以上 ８５０点以上
資 本 金 ４,０００万円以上 ４,０００万円以上 ２,０００万円以上
技術職員数 １級５名以上 １級５名以上 １級５名以上

(１級又は２級の舗装施工管理技術者
※1

１名以上）
許可の種別 特定建設業 特定建設業 特定建設業
昇 級 条 件 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ

Ｂ 総 評 定 点 ８００点～８９９点 ８００点～８９９点 ７５０点～８４９点
資 本 金 ２,０００万円以上 ２,０００万円以上
技術職員数 １級２名以上 １級２名以上 ２名以上

（うち２級以上の技術者１名以上）
許可の種別 特定建設業 特定建設業
昇 級 条 件 直前２年間Ｃ 直前２年間Ｃ

Ｃ 総 評 定 点 ７００点～７９９点 ７００点～７９９点 ７４９点以下
技術職員数 ２級２名以上※２ ２級２名以上※２ ２名以上

昇 級 条 件 直前２年間Ｄ 直前２年間Ｄ

Ｄ 総 評 定 点 ６９９点以下 ６９９点以下
技術職員数 ２名以上 ２名以上

（うち２級以上の技術者１名以上） （うち２級以上の技術者１名以上）

※１）「舗装施工管理技術者」は、(社)日本道路建設業協会（旧(財)道路保全技術センターを含む。）に登録された者をいいます。また、「舗
装施工管理技術者」は、上記表のうち舗装工事Ａ等級欄における「１級５名以上」の技術職員が兼ねていてもかまいません。

※２）２級２名以上とは、２級以上の技術者（２級技士、経審で加点される１級の技士補、１級技士）２名以上をいいます。
※ 技術職員は、それぞれの格付け対象業種において、建設業許可に必要な技術者要件を満たしていなければなりません。

＜条件＞

１ 『総評定点』は、別紙に定める『客観的要素（経営事項審査の総合評定値（Ｐ））』と『主観的要素』により算定します。

２ 『客観的要素』の算定に用いる総合評定値（Ｐ）通知書の審査基準日（以下「審査基準日」という。）は、令和２年１０月１日
から令和３年９月３０日までのものとしますが、承継等のため審査基準日が、当該期間以降となる場合には、入札参加資格申請ま
でに経営事項審査の申請を行い、申請を受理されていることが必要です。
評定事項のうち「資本金」､「許可の種別」については、審査基準日及び入札参加資格申請時点において格付け要件を満たして

いることが必要です。
また、評定事項のうち「技術職員数」については、入札参加資格申請時点において格付け要件を満たしており、併せて、当該申

請日以前３ヶ月以上の常時雇用を確認できることが必要です。（舗装工事において要件としている舗装施工管理技術者についても
同様とします。）

３ 前回格付けより、等級要件が２等級以上昇級する者は１等級の昇級に留めますが、降級する者は該当する等級に降級するものと
します。
ただし、前回の格付けが２等級以上の降格した者については、要件を満たせば降格前等級に復帰することを認めます。

４ 平成３０年度以降、今回、申請している業種について格付けがなかった者は、原則として最下位等級とします。
なお、前回（令和２・３年度）の通常申請をしなかった者で、前々回（平成３０・元年度）の格付けにおいて等級を受けた者に

ついては、その時の等級より１等級以上降級して格付けます。

５ 国土交通大臣の特別認定者は、認定された業種に限り１級技術者として取り扱うこととします。

６ 土木一式Ａ等級業者のうち、「Ａ１グループ」は、上記の格付け基準表においてＡ１の基準を満たしたうえで、「Ａ１グループ」
としての位置づけを希望する者とします。「Ａ１グループ」に位置づけを希望する者については、毎年度申請をいただき、全ての
基準を満たしていることを確認します。

７ 各等級（Ａ１グループを含む。）の評定事項（技術職員数、許可の種別及び資本金。但し、総評定点を除く。）に係る基準（以
下、「格付け要件」という。）は、次回の格付けまで満たしていることが必要です。
なお、格付け要件を満たさなくなった場合は、報告しなければなりません。
この場合には、該当する等級に降格するものとします。

８ 格付け要件の対象となった技術者が退職した場合は、退職した日から２ヶ月以内に技術者を新たに雇用することが必要です。
この場合において、１級又は２級の要件が付されている技術者が退職した場合は、退職した日から２ヶ月以内に退職した技術者

と同等以上の資格等を有する技術者を新たに雇用することが必要です。
ただし、建設業法で期日が定められている専任技術者等については、法に定められた期限までに届け出る必要があります。

９ 所得税及び消費税の確定申告を行っていない者、また、県税及び消費税に滞納のある者は入札参加資格を得ることができません。

１０ 雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が未加入の場合は、法令の規定により適用除外とされている場合を除き、
入札参加資格を得ることができません。
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別紙
総 評 定 点 算 定 基 準

客 観 的 要 素 判 定 基 準

客観的要素の評定は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３に定める建設業者の経営事項審査に基づいて行う。

主 観 的 要 素 判 定 基 準

主観的要素の評定は、令和４・５年度の格付けから次の項目について行う。

格付け評価対象期間：令和２年１月１日から令和３年１２月３１日までの期間（ただし、信用度等の表中３～１３については除く。）

１ 工事成績
（１）格付け評価対象期間（※）に元請（ＪＶの構成員として請け負った工事を含む）として完成・引渡が完了した次の種類の県発注の建設工事（以下「建設

工事」という。）の工事成績の平均点(小数点以下切り捨て。次の算定式においてｘとする。)により、次の算定式により評定する（下表のとおり）。
○建設工事の種類：土木一式工事／建築一式工事／舗装工事 （※格付けを行う建設工事の種類についてのみ評定）
６５点以上の場合：（χー６５）×３ ／ ６５点の場合：０点 ／ ６５点未満の場合：（χー６５）×１２

工事成績 ～59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76～

評 定 点 -90 -60 -48 -36 -24 -12 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 1点に付き＋3点

ただし、上限は１０５点（工事成績１００点）、下限は▲９０点（工事成績５９点以下）とする。
※工事成績については、評価対象期間は平成２９年１月１日～令和３年１２月３１日（５年の平均点）

（２）前記の評定は、当初設計額（消費税込み）が１件２５０万円以上（平成２４年５月３１日以前に入札公告及び指名通知した工事については、当初設計額
（消費税込み）が１件５００万円以上）の工事について行う。特定ＪＶにおける工事も対象とする。
ただし、平成２３年９月１日以降に発生した自然災害に起因して、災害協定に基づく要請により随意契約した工事並びに緊急維持業者、特定業者と随意

契約した工事を除く。

２ 信用度等

項 目 評定点

１ 格付け評価対象期間において入札参加停止措置を受けた者

入札参加停止期間が１ヶ月に付き▲５点。ただし、下限は▲１２０点（２４ヶ月以上）とする。 下限
１ヶ月未満は切り捨てとする。（１ヶ月と１５日の場合は、１ヶ月とし▲５点） ▲１２０

２ 表彰等

(1) 格付け評価対象期間に建設業界の発展に貢献したこと等により、叙勲又は褒章を受けた者及びその者が代表する法人並びに 上限
国土交通大臣等、又は奈良県知事の表彰を受けた法人（代表者が表彰を受けた場合も含む。）若しくは個人。１件に付き４ ８０
０点。ただし、加点は８０点を限度とする。

(2) 格付け評価対象期間に奈良県発注工事において、工事成績が優秀で奈良県から表彰を受けた者

ⅰ 奈良県知事 １件に付き ３０点 ３０

ⅱ 県土マネジメント部長 １件に付き ２０点 ２０

ⅲ 土木事務所長等 １件に付き １０点 １０

３ (1)この表の５において加点対象となる職員の(社)全国土木施工管理技士会連合会が認証する継続学習制度（ＣＰＤＳ）の取得単位の 各業種の
総和に対して２０単位に付き２点（※１）。ただし、加点は２０点を限度とする。（土木一式工事及び舗装工事のみ加点） 上限

(2)この表の５において加点対象となる職員の建築ＣＰＤ運営会議に参加する団体が認証する継続学習制度（ＣＰＤ）の取得単位の総 ２０
和に対して２０単位に付き２点（※１）。ただし、加点は２０点を限度とする。（建築一式工事のみ加点）

４ 暴力団排除（※２）
代表者（例：法人の代表取締役）が公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターが実施する不当要求防止責任者講習を受講した場合 １０

５ 技術職員数（※３）

１級土木施工管理技士等（※４）１名に付き４点
上限

２級土木施工管理技士等（※４）１名に付き２点 ８０

土木工事業、建築工事業又はほ装工事業に係る一定以上の実務経験を有する者（※４）１名に付き１点

６ 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業登録をしている者 ２０

７ 常用労働者である障害者を雇用している場合（※５） ２０
なお、法律により、障害者雇用状況報告書の提出が義務づけられている場合には、法定雇用率を達成していること。

８ 保護観察対象者等の雇用の状況

(1) 更生保護法第48条に規定する保護観察中の者又は同法第88条に規定する更正緊急保護中の者を雇用している場合 ２０

(2) 協力雇用主登録をしている場合。ただし、(1)に該当する場合、重複しての加算なし ５

９ 労働福祉の状況
退職一時金制度と企業年金制度の両方を導入している場合 ２０

１０ 災害協定

奈良県と災害協定を締結している場合（※６） ５

奈良県との災害協定に基づき災害時（鳥インフルエンザ・口蹄疫等の家畜伝染病を含む。）に対応した場合（※７） １０

１１ 工事用機械器具の保有（※８） 上限
ただし、加点は４０点を限度とする。 ４０

１２ 「建設業労働災害防止協会」に加入している者 ５

１３ 評価対象者（※１０）のうち、入札参加資格申請時点前２年間に土木施工管理技士等（※９）の資格を新たに取得した者がいる場合 上限
当該資格取得者が若年職員（３５歳未満）又は女性職員の場合は２０点、男性職員（３５歳以上）の場合は１０点を加点する。 ２０
ただし評価対象者が１０名を超える場合は、資格取得者数が計２名以上いる場合にのみ加点対象とする。

１４ 格付け評価対象期間に、緊急維持業務、雪寒対策業務において奈良県の土木事務所を相手方とする契約を締結した場合 上限
１件の契約に付き５点。ただし、加点は１０点を限度とする。 １０
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◇総評定点算定基準において、評定点の前に▲があるものは減点数、その他は加点数です。
※１：取得単位は、直前５年間に取得した単位数とします。
※２：平成３０年１月１日から令和４年３月３１日までの間に講習を受講した場合とします。
※３：客観的要素判定基準の対象となる経営事項審査において審査を受けた技術職員名簿記載の技術職員（入札参加資格申請時点に在職している者に限りま

す。）に対して加点します。
※４：「１級土木施工管理技士等」とは１級建設機械施工技士、１級土木施工管理技士、１級建築施工管理技士、１級建築士、国土交通大臣の特別認定者

(土木工事業、建築工事業又はほ装工事業に限ります。)をいい、「２級土木施工管理技士等」とは１級建設機械施工技士補、１級土木施工管理技士補、
１級建築施工管理技士補、２級建設機械施工技士、２級土木施工管理技士（土木）、２級建築施工管理技士（建築）、２級建築士をいい、「一定以上の実
務経験を有する者」とは建設業法第７条第２号イ又はロに該当する者をいいます。なお、技士補については経審で加点される者に限ります。（同一の技
術職員が複数の資格を有する場合は、最も加点が高い資格に対してのみ加点します。）

※５：「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第２条に定める「身体障害者」、「知的障害者」又は「精神障害者」をいいます。なお、「常用労
働者」とは、１年以上継続して雇用されている労働者をいいます。

※６：入札参加資格申請時点において奈良県との災害協定を締結している場合に限ります（国や他の自治体等との災害協定は対象としません。）。
※７：災害協定に基づき災害時に対応した場合の対象期間は、令和２年１月１日から令和３年１２月３１日までとします。
※８：客観的要素判定基準の対象となる経営事項審査において審査を受けた財務諸表の貸借対照表中、有形固定資産の「機械・運搬具」欄及び「工具器具・

備品」欄の減価償却後の合計額１００万円につき１点を加点します（小数点以下切り捨て）。
※９：１級（２級）土木施工管理技士、１級（２級）建設機械施工技士、１級（２級）建築施工管理技士、１級（２級）建築士をいいます。
※１０：客観的要素判定基準の対象となる経営事項審査において審査を受けた技術職員名簿記載の技術職員のうち、申請日時点で在職している者（６ヶ月以

上常勤雇用されている者）をいいます。


